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（
要
旨
）

今
後
の
働
き
方
と
し
て
、

男
性
も
女
性
も
共
に
、
仕
事

と
子
育
て
・
介
護
な
ど
家
庭

生
活
と
の
両
立
に
困
難
を
感

じ
る
こ
と
が
な
い
働
き
方
が

可
能
に
な
る
よ
う
な
環
境
整

備
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
豊

か
で
活
力
あ
る
社
会
が
実
現

で
き
る
よ
う
、
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
形
成
の
促

進
を
図
る
た
め
、
同
基
本
法

を
制
定
し
、
政
策
の
基
本
方

向
を
定
め
、
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
施
策
を
実
行
す
る
こ

と
を
強
く
要
望
す
る
。

提
出
者

花
田
す
ま
こ

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣小

泉
純
一
郎

厚
生
労
働
大
臣川

二
郎

経
済
産
業
大
臣二

階
　
俊
博

ほ
か

（
要
旨
）

脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、
原

因
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
が

多
く
、「
怠
け
病
」、「
精
神

的
な
も
の
」
と
判
断
さ
れ
る

た
め
、
患
者
の
肉
体
的
・
精

神
的
苦
痛
は
も
と
よ
り
、
患

者
の
家
族
等
の
苦
労
も
は
か

り
知
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
患
者
の
実
態
調

査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

患
者
・
家
族
に
対
す
る
相
談

お
よ
び
支
援
の
体
制
を
確
立

し
、
こ
の
病
の
診
断
法
並
び

に
ブ
ラ
ッ
ト
パ
ッ
チ
療
法
を

含
む
治
療
法
を
早
期
に
確
立

し
て
、
保
険
も
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
要
望
す

る
。

提
出
者

花
田
す
ま
こ

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣小

泉
純
一
郎

厚
生
労
働
大
臣川

二
郎

文
部
科
学
大
臣小

坂
　
憲
次

ほ
か

（
要
旨
）

現
在
の
超
低
金
利
時
代
に

お
い
て
消
費
者
金
融
等
の
貸

金
業
者
は
、
利
息
制
限
法
が

定
め
る
制
限
金
利
を
超
え
、

貸
金
業
規
制
法
43
条
の
要
件

遵
守
を
条
件
に
出
資
法
の
上

限
金
利
た
る
年
29
・
２
％
で

営
業
し
て
い
る
。

長
引
く
不
況
の
中
、
多
重

債
務
者
も
２
０
０
万
人
に
も

及
ぶ
と
推
測
さ
れ
、
自
己
破

産
、
夜
逃
げ
、
自
殺
な
ど
も

少
な
く
な
い
。

平
成
19
年
１
月
に
は
出
資

法
の
上
限
金
利
の
見
直
し
が

行
わ
れ
る
が
、
貸
金
業
規
制

法
43
条
を
廃
止
し
、
適
正
な

金
利
規
制
を
要
望
す
る
。

提
出
者

香
原
　
　
暹

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣小

泉
純
一
郎

財
務
大
臣

谷
垣
　
禎
一

ほ
か

○
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
研

究
・
治
療
等
の
推
進
を
求

め
る
意
見
書

（
要
旨
）

教
育
基
本
法
の
改
正
案
が

現
在
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
改
定
案
は
、

「
国
を
愛
す
る
態
度
」
な
ど

20
項
目
も
の
「
徳
目
」
を
掲

げ
、
そ
の
目
標
達
成
を
学
校

と
子
ど
も
た
ち
に
義
務
づ
け

よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
戦
前
の
軍
国
主

義
の
教
育
の
誤
り
を
繰
り
返

そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

教
育
基
本
法
が
も
つ
準
憲

法
的
な
性
格
に
ふ
さ
わ
し

く
、
国
民
的
な
議
論
を
保
障

し
、
国
民
各
層
か
ら
の
意
見

を
十
分
に
反
映
さ
せ
、
慎
重

審
議
を
す
る
こ
と
を
要
請
す

る
。

提
出
者

松
本
　
典
子

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣小

泉
純
一
郎

文
部
科
学
大
臣小

坂
　
憲
次

ほ
か

○
教
育
基
本
法
改
定
の
慎

重
審
議
を
求
め
る
意
見
書

（
要
旨
）

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴

い
、
介
護
施
設
に
お
け
る
居

住
費
・
食
費
が
保
険
給
付
か

ら
は
ず
さ
れ
、
利
用
者
の
自

己
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
制
度
改
正
に
お
い

て
は
、
負
担
増
に
よ
っ
て
必

要
な
介
護
が
受
け
ら
れ
な
い

人
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
申
請
手
続
き
を
簡

素
化
し
、
低
所
得
者
等
に
対

し
て
は
、
利
用
者
負
担
を
軽

減
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て

の
対
象
者
が
補
足
給
付
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
特
定
疾
患
（
難
病
）

患
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
通

り
の
公
費
負
担
を
継
続
す
る

こ
と
な
ど
を
要
求
す
る
。

提
出
者

松
本
　
典
子

送
付
先

内
閣
総
理
大
臣小

泉
純
一
郎

財
務
大
臣

谷
垣
　
禎
一

厚
生
労
働
大
臣川

二
郎

ほ
か

○
介
護
保
険
制
度
の
改
善

を
求
め
る
意
見
書

○
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引

き
下
げ
等
、「
出
資
の
受
入

れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の

取
締
り
に
関
す
る
法
律
」
及

び
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
」
の
改
正
を
求
め

る
意
見
書

○「
仕
事
と
生
活
の
調
和

推
進
基
本
法
」（
仮
称
）
の

制
定
を
求
め
る
意
見
書

議員発議による意見書5件を全会一致で可決し、
関係機関宛送付しました。


